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           第５回 野川流域連絡会［全体会］ 

 

事務局： 皆さんこんばんは。どうもお疲れのところ、たいへんご苦労様でございます。

ただ今より第５回野川流域連絡会を開催させていただきます。私、事務局を務めま

す東京都北多摩南部建設事務所工事第二課長の新井でございます。よろしくお願い

します。今日の予定でございますが、既にお手元に資料等を配布させていただいて

おりますが、時間の関係もございますので資料の確認は割愛させていただきます。

概ねの目標時間でございますが、現在６時でございますが２時間程度を予定いたし

まして、そちらの次第にございますように、こののち座長よりご挨拶いただきまし

て、分科会にて今まで活発にご議論をいただいておりますが本日も多少時間をとっ

てございますので、30 分程度でまとめるということで、分科会にて議論していただ

きます。そののち、全体会ということで分科会のそれぞれの活動報告を分科会長さ

んよりご報告いただきます。そして質疑をいただいたのち、きょうは下水道局さん

のほうにお越しいただいておりまして、流域下水道本部でございますが下水道の仕

組みということで若干、お話をいただくことになっております。後ほどご紹介をし

たいと思います。そののち質疑をいただきまして、そして３番目でございますが野

川の水系の河川整備計画案ということで、前回も既にご案内申し上げておりますが、

今日も若干、作業等が進んでおりますので、そういった内容につきましてご報告さ

せていただきます。そして４番目でございますが自然再生の調査ということで既に

実施しておりますので、そのあたりのご報告をさせていただきます。そして最後に

なりますが、今年度も私ども北多摩南部建設事務所のほうで工事を予定しておりま

すので、その工事の内容につきまして若干、ご説明を申し上げたいと思います。そ

んな次第で進めていきたいと思っておりまして、最終終了時刻は概ね８時 15 分ぐ

らいということで、ご協力のほどよろしくお願いいたします。それでは早速でござ

いますが、座長、よろしくお願いいたします。 

座 長： こんばんは。小倉でございます。前回は７月 30 日で、まだ暑いときでしたけ

れども、今日はもう、だいぶ寒くなって、10 月も終わりということになりまして、

たいへん季節を感じるこのごろです。３つの分科会におかれましては、たいへん活

発に活動をしていただいているようで、面白い方向に動きつつあるということでた

いへん嬉しく思っております。ぜひこの分科会活動を活発にやっていただいて、実

質、野川の自然を保全し、さらによりよい野川を求めてということにつなげていけ

ばいいのではないかと思っております。どうぞ今日のご審議、よろしくお願いいた

します。 

それでは最初に、それぞれの分科会に分かれていただいて、先ほどご説明があり

ましたように、30 分間ほど分科会ごとに議論をしていただければと思いますので、

よろしくお願いいたします。事務局のほうも適宜、テーブルのほうについていただ

いて議論に加わっていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

（各分科会にて討議） 
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座 長： 時間も 30 分とあまりなかったのですけれども、それぞれ分科会ごとに 10 月に

開催をしていただいておりましたので、ここで各分科会ごとのすりあわせをしたい

と思います。では水量分科会のほうから○○さん、お願いいたします。 

まとめ役（水量）： お手元に、「第８回水量分科会議事要旨」という資料と、「水量分科

会報告 2002.10.31」という資料、あわせて２つがあると思います。前者は議事録で

すので、それをまとめたＡ４版１枚のメモがあります。これでご報告いたします。 

 まず、これまでの開催であるとか予定ですけれども、第７回、第８回を８月、10

月と開きました。当初、想定していた進め方である３ステップのうちの、第２ステ

ップが今日の全体会までに２回程度の分科会を開くということでその８月、10 月と

２回実施しました。内容的には第２ステップは実態の把握と対策を練り、整備計画

との関係も検討するということですが、主に実態把握ということで、地図等の基礎

資料の整理を行いました。整備計画との関係はまだ、今後の作業となります。次の

第３ステップ、今後の話は３月の全体会までに同じように１～２回程度の分科会を

開いて、成果物の作成に移ろうという予定です。 

 分科会の作業状況ですが、基本的な課題としては水量のあるべき姿を示すという

方針および目標がありまして、方針としては湧水による自流量を増やす、用水の分

水を生かして玉川上水の水を導入する、処理水は入れないということです。また、

目標の設定として平常時の流量として、どこでいくらあればよいか、湧水の保全回

復として、どの湧水をどのように保全回復していくのかということで、これは前回

も報告した内容で、当然、方針および目標ですから変わっていません。 

 それに対しての（２）の作業ですけれども、現状把握の資料づくりを行いました。

まずひとつは湧水マップを作成しまして、これに水量データも今、仮に落とし込ん

だものが出てきて、少し議論しましてもう少し市民データも補足して充実させよう

という状態です。それから２番目に水路網マップの作成。これもつくりまして、生

きている部分、死んでいる部分、再生させる部分といったあたりを少し整理してい

こうということです。それから野川の瀬切れマップの作成。これも、これまで出て

きた資料をもとにしてこしらえて、旧河道との関係を少し落とし込んでいこうとい

った話を今やっているところです。それから都市マスの比較表というものをこしら

えていまして、これの第１段階の作業が終わったのですが、さらに施策についての、

水のほうからの視点を定めて再整理しよう、と。それと、今話していたことで、そ

の中に出てくる計画図などもそれぞれマップに落とし込んでみようというような状

態です。 

 今後の作業ですが、これからその解析とまとめということで中身の作業に入って

いくのですが、ひとつは湧水による本来の自流量の推定をするという話と、それを

もとにして増水計画、現実問題としてはミニマム水量の設定というような話があり

ます。それから用水の導入。これは玉川上水以降の水量の問題ですが、用水導入に

よる効果の推定をしたうえで今の野川を考えると、やはり導入計画を作成しなくて

はいけないだろうということで、一部、既に実施されている姿見の池からの導水に

ついての実測調査も含めて、データの補足をするということも議論されています。

それから湧水量、湧水の涵養域、浸透マス等、水収支についての検討。このあたり
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はまだ、資料はもうちょっと出そろわなければいけないということで、涵養計画、

涵養域図をつくろうという話です。これらにより、野川流域全体について水収支の

展望とか構想を最終的には立てられればということです。成果物としては野川マッ

プと報告書の作成ということです。 

 最後に、全体に関わる議論ですけれども、現況の把握、解析について言いますと、

検証のための見学キャラバン、これは最初におこなった話ですけれども、最終的に

もう一度確認する必要があるだろうということで、報告書等々が固まってきた段階

でもう一回、現場を見ての確認が必要ではないかということです。それから今後の

話として、定点観測の必要性がある。だとすれば、その地点をどのように設定する

のか。これも水量だけでは決められない話だと思います。ミニマム水量にしても、

水質、生き物からの水量設定もあるでしょうから一緒に議論しなくてはいけない。

これは崖線緑地保全についても同じように水質、生き物が絡むと思います。 

 成果物について、これをどう共有化して公表するかという議論もしていまして、

マップ類については当然、水量分科会での書き込みはするのですけれど、他の分科

会のものも全部、重ねあわせて野川マップを完成させたいということです。水路網

図については、来年、玉川上水 350 周年記念事業があるということで、そういうこ

とにも使えそうだなあということで、ちょっとこれは他ではないような資料ができ

るのではないかという期待もあります。それから、いずれにせよ報告書をつくるで

しょうけれども、それについては河川整備計画素案に反映させていこうということ

で、ここの中だけではなく参加の充実が必要だろうということです。あとはやはり

独自のシンポジウムを開きたい。これはやるとしたら６月ぐらいになりそうだとい

うことなので、このあたりになると河川整備計画原案への反映というスケジュール

になるかと思います。あとは川の日ワークショップというものが毎年行われていま

すけれども、そういうところに参加して発表するなど広く公表して評価をあおぐと

いうこともやりたいという話が出ています。以上です。 

座 長： ありがとうございました。それでは水質分科会のほうから○○さん、お願いい

たします。 

まとめ役（水質）： 水質分科会関連の資料もやはり２つあります。「水質分科会中間報告

（第５回野川流域連絡会報告用）」という２ページのほうの資料をご覧ください。

水質分科会としては前回の報告で、この２番にあります水質分科会としてのテーマ

というところまでは出てきておりました。そのあと、では具体的にどうなのか、と。

オーバーフローの問題、野川処理場の問題、水量の問題、いろいろあるわけですが、

具体的な到達目標というものをとにかく決めないと具体的には動けないですねとい

うことで、下水道のオーバーフローに関しては、できるできないは別として、オー

バーフローゼロを目標にしようということです。 

 では、水質レベルについてはどうすればいいのか。これは子供が水遊びをできる

レベルを目指そうではないかということです。ですから BOD とか COD とか SS です

とかそういう化学的なデータというのは当然のことですけれど、それ以外に感覚的

なものとして、色ですとか臭いですとか、そこに小動物がいるとかいないとか植物

がどうとか、そういうものが非常に大事なのではないかということです。だからそ
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ういう広い意味での水遊びができるレベルというものを考えてみようということで

す。 

 ３番の水量の確保、これは水質と水量というのは当然、切っても切れない間柄で

すので、水量が少なければもう水質の議論もないよということになりますので、こ

のへんは水量分科会との連携で進める必要があるだろうということで、直接的には

私たちは動かないということです。 

 それと４～６番のテーマについては、これは考えてみますとテーマとしてはあげ

られるのですが非常に大きいわけです。生活雑排水の問題だとか川の浄化能力だと

か、そのへんに今、分科会として突っ込んでいってもこれはどうしようもないこと

になりますので、これについては逆に考えようということで、そこからの結果とし

て出てきた野川の水質というものを見ることによって逆にアプローチしていこうと

いう考え方です。そういうふうになりました。 

 それと話が戻りますけれど、このアプローチの方法としては、下水処理場までの

いわゆるパイプから川への汚水のオーバーフロー、これに関しては水質分科会とし

ては恐らく最大のテーマというか、いちばんの問題だろうと思います。小金井市ま

では汚水の流入というのは非常に少ないのですけれど、それよりも下流に行きます

と、何度もお話ししていますけれど、雨水というか豪雨が降ったときに下水からの

オーバーフローが川の中にどっと出てくるという問題があります。それはたいへん

なことだという話は各委員から出てくるのですけれども、では何かデータをお持ち

ですかというと何も持っていない。そういうデータというのはどこにもありません。

要するにどこでどういうことが起きているのか。たとえば去年、何回起きたのかと

か。これは非常に重要なのですが何もない。写真もありません。ですから、これは

なんとかしなければいけないですねということです。野川処理場に関しては情報が

今、まったくないので、これはこれから収集していかなければいけないということ

です。そのへんの説明というか、この３番目の話を今、いたしました。 

 次のページをご覧ください。ちょっと理屈っぽい話がここに書いてありますけれ

ど、水質というのは、とくに野川のように水量の少ない川においては、水の量の多

いときと少ないときで劇的に変化するであろう、と。ところがそういうデータとい

うのは誰も持っていないはずです。言い切ってしまっていいのかどうかわかりませ

んけれど。ということは、先ほどのオーバーフローの問題もそうですけれど、要す

るに継続的なデータといいますか、毎日毎日の変化しているデータというのは持っ

ていないわけです。多分、誰も持っていない。行政も持っていない。そういうもの

を研究されている先生方も多分、持っていない。言い切ってしまって失礼なのです

けれど。間違っていたら申し訳ありませんが、結構、月間平均値だとかそういうも

ので議論されてしまっていると私は思います。多分、そういうデータというのはあ

まり意味がないのではないかと思うわけです。また、委員の中でもそういう意見は

出ました。そういうひどい状態というのを、やはり誰も考えていないといいますか、

いろんな話の中でそういうことがわかってきました。どうやらデータというものを

継続的に、できれば住民が採る必要があるのではないのかなあというのが、なんと

なく皆さんの意見から出てきたものです。 
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 ４番目ですけれど、河川法の改正で、やはり住民参加ということがうたわれてい

ます。当然、われわれも積極的にどんどん参加していかなければならない。たとえ

ばデータ採り、また行政とタイアップしてといいますか、行政とリンクしていろん

なことを、多分これからやっていく必要があるのではないか。要求するだけではな

くて、そういうことをする必要があるということです。 

 次の５番目は、今の時点での分科会としてのひとつの方向づけというふうにとっ

ていただきたいのですけれど、野川の通信簿というようなものが、この野川流域連

絡会として、ひとつの将来的なといいますか、テーマとして面白いのではないかと

いう提案です。川の通信簿というのは、全国いろんなところで行われているという

のは知っています。いろんな方からも聞いています。でも、それは趣味的にやって

いたり、採ったデータが私蔵されていたりというケースが結構、多いと思います。

私もそういう文章を見ていますけれど、先ほども○○さんのほうから話がありまし

たけれど、結局、公開していくということが非常に大事だろうと思います。 

 １～６番として、説明がここに書いてあります。まず評価項目ですけれど、これ

も先ほどお話ししたように科学的データだけではまったくだめです。要するに人間

の感覚的なものを入れるべきです。生物に関してのデータというのも入れるべきで

す。いろんな参考資料というものがこれをつくる段階でたくさんありますので、こ

ちらの座長でいらっしゃる先生の本も読ませていただきましたけれども、非常に簡

単でわかりやすいですし良いと思います。 

 それと、もちろんのことですけれど、他の分科会の方とも連絡をとりながらこの

評価項目を決めるべきです。先ほど同じことを○○さんもおっしゃっていたように

私は理解しています。 

この採点者に関しても、そういうことですから、ちょこちょこっとやってみると

いうことは絶対にやりたくないわけです。ですから、あくまでも方向づけとしてこ

の野川流域連絡会という大きな組織の力でなんとかできないかということです。各

自治体に働きかけて、学校だとか老人会だとか自然保護団体だとか個人の賛同者だ

とか、そういうものに呼びかけていくことで、こういう住民といいますか市民とい

いますか、そういう人たちの活動として動かせないだろうかということです。大事

なことはデータの公開だと思います。それはたとえば、年間を通じて定期的に、自

治体の協力で、測定した子供たちも呼んでその子供たちに発表させるとか。そのか

わりうしろでちゃんと先生というか、そういう専門家がバックアップしてあげて、

データをちゃんと整理してやるというのは非常に重要なことですけれど、そのよう

にして定期的に毎年毎年そういう発表会というものをやっていく。毎日毎日採った

データを発表する。そして、そのデータをもとにして行政の施策にフィードバック

されていく。要するにその仕組みです。 

私の申し上げている、分科会として決まったこの野川の通信簿というのは仕組み

です。通信簿そのもののことではなく、そういう仕組みです。それをまわすことに

よって、ここでも野川モデルをつくりましょうという話が出ていると思いますけれ

ども、本当の意味での野川モデルとして全国に発信できるのではないかなあという

ことです。そういう提案をさせていただきます。何か大風呂敷を広げてしまって申
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し訳ないのですけれど、水質分科会としては、とりあえず今のところそういう状況

です。 

座 長： ありがとうございました。それでは生き物分科会、○○さん、お願いいたしま

す。 

まとめ役（生き物）： 生き物分科会の活動報告をさせていただきます。前回、７月の全

体会以降ですけれど、８月、９月と、ちょっとさぼってしまったのですが 10 月に

なりまして 12 日にまず１回目の生物調査をいたしました。 

 上流と下流で２つのグループに分かれまして、分科会の皆さんが二手に分かれて

調査をいたしました。どんな調査をしたかというと、裏面にいろいろ生き物の名前

が書いてありますけれど、こういったものがいるかいないかそういったことを調べ

るのと、川の様子を記録する、さらに定点を決めて写真を撮り続けていくというよ

うな形で、同じ場所で長くゆっくりとじっくりと生き物を見ていくということを続

けていけば、そこから自ずと川のありようがわかってくるし、どういうふうに川を

していったらいいかというアイデアも生まれてくるのではないかというご意見をい

ただいて、第１回の調査をいたしました。その結果をもとに、指標になりそうな、

川の様子がわかりそうな生き物をここに 24～25 種類あげておりまして、次回の調

査を２月に予定しておりますけれど、その調査を今後、続けていくことでまた何か

発表ができることになろうかと思います。 

 その調査ですが、できれば公開で市民の方たちにも参加していただいて調査を続

けていきたいというふうに決めました。その場合、どういうやり方をするかについ

ては、今年中、12 月上旬ぐらいに分科会をもう一度開いて、具体的にどのようなや

り方で調査を進めていくかという話し合いをしたいと思います。今出ている意見と

しては、地域のＮＰＯの協力も得ながらやっていってはどうかという意見も出てお

ります。 

 それから 10 月 17 日に、その調査のことだとか今後の活動内容についての話し合

いをしました。その中で出た意見ですけれど、調査に関してはこの報告を読んでい

ただければわかるかと思います。いちばん大きなところは一般にも呼びかけて公開

でやろうということが決まったという点です。それから、その会議のその他の意見

の中で、ひとつは川に生えている木の問題が出ました。危険防止のために切らざる

を得ないという意見だとか、何か工夫をして残すことはできないのかという意見、

そういったことが出ました。また、そういう話が住民から出たときに、行政のほう

で何らかの基準というかルールというか、あるいは、たとえば木の位置づけだとか、

そういったことを住民の方に説明できるような裏づけをこの協議会のほうから定義

できないかという意見もありました。そういう話を通じて、川の実態を調べていき

ながらわれわれ市民が野川の将来像を描いて川の維持管理に参加できるようにして

いくというのが、この会の大事な役目だろうというふうに話し合われました。 

 それから３番目は、今後の活動の方向性ということですが、子供たちや市民に向

けてもっと情報発信をするべきだという意見がありまして、具体的にはたとえば写

真展、調査結果の展示、シンポジウム等を今後、開いていこうということです。具

体的なやり方については今後、検討していく予定でおります。それから先ほども言
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いましたけれど、公開の調査についてはこれから具体的なやり方をさらに決めてい

きますが、当面、次回は２月の調査を予定しております。春夏秋冬と調査を続けて

いくということが決定しております。 

それから、その調査にも使うのですが、参加者にも見ていただきたい、生き物に

関する説明や写真が載っているガイドブック的なものをつくるべきだろうというこ

とで、これも早々に版権のない写真を集めて解説をつけて、最初はカラーコピーの

ようなものになろうかと思いますが、早々につくっていきたいというふうに決定い

たしました。 

その他の意見としては、区市がやっている既存の調査の結果や他の川の事例とい

ったものも集めてこれからどんどん活用していきたいとか、水量や水質のことも同

時に考えて他の分科会との情報の共有をさらに進めたいというような意見もござい

ます。ざっとこのような活動をしております。 

座 長： ありがとうございました。それぞれの分科会から具体的な提案をしていただい

て議論が非常に進んできたように思います。それぞれユニークな提案もしていただ

きました。ここで、お互いに重なりあうことがずいぶんあると思いますので少し議

論をしていただきたいと思います。共通でできることがたくさんあると思いますの

で。どうぞ、ご意見がありましたら自由にお願いいたします。 

 共通するキーワードがいくつか出てきていると思うのですが、調査を継続して行

う、そのためにきちんとしたマニュアルといいますか方法を確立するということ、

また、得られた結果は公開して――調査そのものも公開でやって、みんなでデータ

を採っていくというお話もありましたが――その結果をたとえばシンポジウムを開

いて報告するというように、それぞれ同じような結果になってきていると思います

けれども何かご意見がございましたらお願いします。非常に具体的なご提案として

○○さんのほうから６月にシンポジウムというようなお話もありましたけれども、

これは水量だけではなくて、むしろ連絡会全体としてそれぞれの分科会も含めた形

で……、どんなことをお考えでしょうか。 

まとめ役（水量）： やはり年度ごとにといいますか、目標を定めてそこに向かってみん

なで作業をしたほうがいいのではないかという意味で、やはり報告書とシンポジウ

ムというのがひとつの案ではないかと思うわけです。それと整備計画づくりとの関

係もあると思います。 

ただ先ほど○○さんのお話を聞いていて、調査をやるというのはいいなあと思い

ました。意外と、データを集めてみるといちばん基本的な、たとえば湧水のデータ

というのが、僕なんかも昔やっていたのであると思っていたのですけれど最近のも

のが系統的にないということと、いざデータを水量に落としてみると結構ばらばら

だったりして、やはり今の時点で全体をもう一回、湧水地点を調査するといったこ

ともあってもいいのかなあ、と。そうするとこの会だけでやるのではなくて、さっ

きも出ていたようにもう少し広げて巻き込み型で活動をするということもあり得る

のかなあというふうに思って聞いていました。 

座 長： ありがとうございました。ベースマップが個々にあるわけですけれど、それに

水量、水質、生き物とそれぞれのデータを描いて、それを重ねあわせることによっ
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て何か新しい情報が得られる、それは前のたまライフ 21 湧水崖線研究会等でもや

っていたことですけれども、われわれも多摩川研究でそういうベースマップをきち

んとつくって、いろんな専門の違う人たちがマップにデータを落として重ねあわせ

ることによって今まで見えてこなかったことが見えてくる、そういうことが本当に

あったわけです。ですからここでは野川マップだとか生き物マップという話もあり

ましたので、何かひとつの方法になるのではないかと思います。そういう流域の全

体図みたいものはあるわけですよね。だからそれを使いやすいようなサイズにして

有効に活用するというのもひとつの手段ではないかと思いました。 

まとめ役（水質）： われわれは決して結論を急ぐ必要はないのではないかと思っていま

す。もちろん整備計画というものが当面はあると思いますけれど、これは水質だけ

ではないと思うのですが、要するに説得力のあるデータなり資料というものがあま

り目につかない。誰かがお持ちなのかもしれませんが、先ほど言いましたけれど水

質に関してオーバーフローがひどいという話はあるのですけれど、では去年、何回

起きたかと聞かれてもわからない、写真もないというようなことになっている。当

然、数値的なデータというのはありませんので、そういうものを継続的に採取する

仕組みづくりといいますか、それは非常に今後に向かっても重要なのではないかと

思います。ですから、誰か篤志家がそれをやるとか学校の先生がやるとかというこ

とだけではなくて、多分、市民の中に根づくような形で持っていければいちばんい

いのかなあというふうに思っています。 

座 長： たしかにおっしゃるとおりじっくりやらなくてはならないことだと思います。

他の分科会の様子を聞いて○○さんのほうから何か補足はございますでしょうか。 

まとめ役（生き物）： 先ほどの○○さんのお話にはまったく同感で、異常時のデータと

いうのは本当に少ないですね。たまにすごく汚れた水が出たときのデータとしてす

ごい数字が出るときはありますけれど、とくに生物については、たとえば渇水時、

川に水がないときにどうなのか。いないと言ってしまえばそれまでですが、そうい

うときに生き物がどうなっていたのか、どこかに逃げたのか死んだのか、そういう

データはまったくありません。今後はそういうことも含めて何か時系列的にその現

象が、半定量的にでもいいですから、押さえられるような監視の仕方というのが市

民の中で芽生えていけるといいなあと思います。 

座 長： たしかに異常時というのは、常時、川を見ていないとわかりませんので、地域

の方々の調査というのは非常に大事になってくると思います。 

都民委員： 去年ずっと川下から川上にかけて現地を歩きました。そのときにすごく感じ

たのは、やはり野川だけではなくて国分寺崖線といいますか、そういう周辺の緑地

化との関係で水量の問題もそれから水質の問題もずいぶん大きな影響があるのでは

ないかと思いました。これだけ騒がれているのに今もどんどん崖線が減っていると

いうか、そういう実態も見てきたわけです。ですから、そういうことから言うと先

ほどの水質か水量の中にも出てきましたが、周辺の緑地化の問題、そういうものは

各自治体によって環境保全課か何かがあるはずですから、そういうことについて具

体的に資料をとって――要するに都のほうでも河川なら河川の問題ということで河

川局の人だけが動いているみたいな資料が出てくるわけですけれど、そうではなく
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て環境保全課とかいろいろそういうセクションがあるわけですから――総合的に資

料を提示してもらって野川をわれわれ市民の身近な川にしていく、そういう視点が

必要ではないかと思っています。 

都民委員： ある大学で、今、学生実習を兼ねて野川の水質調査を始めようとしていると

いう話を聞きました。たとえばアンモニアイオン、硝酸イオンなどのデータを採っ

て、それをどう生かすかといいますと地域の小学校にそのデータを配って、子供た

ちを案内して、この野川というものがどういう状態か、そういうデータからみんな

で考えていこうということを試みているそうです。このように、実際に学生たちを

使ってやったデータ、そういうものとこの野川流域連絡会のデータなどをあわせて

一緒に考えていく必要もあると思います。そういう、他の民間団体あるいは大学、

そういうところでやっているような仕事も、できるだけ情報をここへ流してまとめ

ていったほうがいろいろと役に立つのではないかという感じがしました。 

座 長： たしかにいろんなところでバラバラにデータが採られていますので、本当に集

約できるような形、仕組みができると非常にいいと思いますね。なんとかそういう

ことも考えていく必要があるかと思います。 

都民委員： 今、崖線の湧き水が減っているというのは、要するに崖線の上あるいはその

奥に高層マンションが建っていて、これは河川部でもどうしようもないことなので

すが、結局、やはり湧水を守るというのであれば、建設局の開発とか、それから建

築指導事務所ですか、そういうところでも対応していただきたい。これは野川の流

域に住んでいる市民のエゴかとも思われるのですが、やはりある程度の規制をして、

この崖線のところは地下何十メートルかは涵養域だから高層マンションなどで建物

を支える支柱とかそういうものを建てないように規制しないと。小金井の幡随院な

どでも NTT の建物が建ったら水が湧かなくなったというようなお話を聞いておりま

すし、国分寺でも今回、真姿の池が危機にさらされております。 

農地というのは農家の方の相続だけだと思っていたら、もう、今はいわゆる法人

の方がどんどんマンションを建てたり住宅を建てたりされておりますので、そうい

うことを考えるのは非常にまずいことなのかもしれませんが、日立の中研のあの広

い土地にしても経済状況いかんによっては東京都、国あたりが買っていただくよう

な手だてをとらないと水も涸れてしまうのではないかと思います。ですから、やは

り水を守るためには建築物とか地下に関して、しっかり規制をしていただきたいと

思います。 

座 長： 川の管理については、流れている河川部分だけではなくてその背後にある流域

も含めて考えないとなかなかそこの川の水量等、環境を守れないのではないかとい

うことで、たいへん重要なお話かと思います。先ほど行政をはじめ枠を超えて一緒

にやらなくてはいけないというご発言もありましたけれども、まさに流域単位で考

えていかなくてはいけないということだろうと思いますので、そのへんも河川部と

してぜひ頑張っていただきたいと思います。 

 他に何かございませんでしょうか。先ほど○○さんのほうから具体的に何か目標

を決めて６月頃にシンポジウムをやってはどうかというご提案がありましたが、そ

れはぜひ、この連絡会として何かやってはどうでしょうか。とくに水量だけでやる
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ということでもないですよね。皆さんせっかく検討しておられますので、水質、生

き物も含めて中間報告的な要素、あるいは新しい提案もたくさん出てきていますの

で、そういったことも広く公開するという意味で非常にいい機会かと思いますので、

ぜひ実施するといいのではないかと思っていますが、他の分科会の方々、いかがで

しょうか。そんなに焦る必要はないというお話もありましたが、中間的なものとし

て、すべて出さなくてもいいので今までに得られたことの中で興味のあることを報

告すればよいと思っておりますので。それは事務局のほうで、全体でやる方向で調

整していただければと思います。 

都民委員： 今、皆様のお話を聞いていますと、非常に発展しているというか枠が広がっ

ていってずいぶん息の長い話になっていくのではないかなあという感じを持ったわ

けです。それはそれでいいことなのですが、かたや、今年の初めですか、この河川

整備計画策定までの基本フローというものがありましたよね。これが今年中に河川

整備の素案を作成するとかということで、この先ずっと延びていく話ともっと差し

迫った基本計画との関係がちょっとわかりづらくなってきているので、そちらのほ

うはちょっと目をつむってもいいのだ、と。思いのままに基本的な勉強をやったり

啓蒙運動をやったり、そういう方向へ入っていくということでこの連絡会としてい

いものなのか。それとも、当初の目的だったと思いますけれども、この整備計画を

つくるということが前提としてあって、そのためにわれわれとしていろいろと勉強

会をやっているわけですけれど、それとの時間的関連がつかみきれなくなってきた

のでそのあたりはどのようにお考えでしょうか。 

事務局： 当初もそのようなご意見がありまして、皆さんたいへん混乱をされていると思

いますが、基本的にこの流域連絡会につきましては長く継続をしていくスタンスで、

これは変わりありません。その中でたまたま今回、河川整備計画というものが入っ

てきた、したがってその計画づくりに一部、関わっていくというスタンスでいてい

ただければよいのではないかと思います。したがいまして、これからこの流域連絡

会については、基本的に、今、いろんな自由闊達なご意見が出ていまして、時間軸

でいきますとかなり将来のものあるいは当面やらなくてはならないものなどいろい

ろと出ておりましたが、そういったものはご自由にご議論いただく、そういう場と

してこの会を位置づけていきたいと思っております。ですから河川整備計画はあく

までも通過点で、その部分を今この中で議論しているということです。ですから整

備計画がある程度これからつくられていくわけですが、当然、皆様方以外にもいろ

いろな方の意見を聞きながらやっていくというふうに聞いておりますから、あくま

でも皆様におかれましては河川整備計画は通過点であるというふうにご理解いただ

ければと思います。 

座 長： よろしいでしょうか。ここで議論していただいていることが整備計画に反映さ

れることは事実で、たいへん参考になることばかりだと思います。ただ最終的なゴ

ールはそれだけではないということでやっていただければと思っております。 

都民委員： わかりました。 

座 長： 各分科会の活動が非常に活発になってたいへんうれしく思っております。ぜひ、

中間的なまとめで来年の６月を目標に何かシンポジウムを、連絡会として新しい提
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案も含めた形で考えていくということで、また分科会でご議論いただき、事務局を

通して検討させていただきたいと思います。どうもありがとうございました。 

 それから、忘れましたがお手元に第４回の会議録の要旨がございます。それは見

ていただいて、何か問題があれば事務局のほうにご意見をお知らせください。とく

になければ承認という形をとらせていただきます。 

 それでは次は下水道の仕組みということで、東京都の流域下水道本部の中島さん

からご説明をいただくことになっていますのでよろしくお願いいたします。 

事務局： ただ今ご紹介いただきました中島と申します。今回の第５回野川流域連絡会に

おきまして、初めて下水道として参加しました。この中で水量、水質、生き物分科

会というのはすべて河川、イコール下水とも関連が大きいということで、先ほどの

各分科会のご発表および質疑をお聞きしてたいへん勉強になりました。 

 今日は建設局さんのほうから今回の第５回に際しまして下水道の仕組み等につい

て紹介してほしいということでしたので、今日、時間をいただきまして、流域下水

道の仕組みといいますか、構想的なものも含めながらご説明させていただきたいと

思います。 

 お手元に、「多摩の下水道を支える～東京の流域下水道 2001～」というパンフレ

ットがございます。もうひとつは「油・断・快適！下水道」という、各家庭から油

を流さないようにというもの、この２つのパンフレットを用意いたしました。１つ

目は、東京の流域下水道ということで、これに基づいてご説明させていただきます。 

 下水道の仕組みというのは、もう皆様はほとんどご存じだと思いますけれど、水

道の蛇口を出たところからが下水道の役割ということでございます。その中で流域

下水道につきましては、ちょっとご紹介しますが多摩の流域下水道には、ひとつは

多摩川水系があります。今回、いろいろ野川を含めて分科会で検討されていますが、

多摩川水系と荒川のほうの水系がございます。それからもうひとつは、これは町田

市のほうの単独になるのですが鶴見川水系ということで、多摩の水系については３

つの水系を持っている。そういう中で、その水系を、今回は多摩川水系になるので

すがこの中に６つの処理場がございまして、上流から多摩川上流処理場、北多摩２

号処理場、北多摩１号処理場、それから右岸側にいきまして八王子処理場、浅川処

理場、南多摩処理場という、こういう６つの処理場があります。それから荒川水系

につきましては北側のほうですが清瀬処理場ということで、合計７つの処理場でや

っています。 

 この中で流域下水道というのは、ひとつはここに書いてありますように、２つの

市町村を受け持った幹線、それから処理場ということでございます。ですから２市

の市町村を受け持つ流域幹線と処理場を持っているということです。また、ここに

書いてありますように、各市の単独処理区を持った単独処理場というものがござい

まして、三鷹の東部処理場、立川の錦町処理場、それから八王子の北野処理場とご

ざいます。これは流域下水道の制度が 46 年にスタートしたのですが、それ以前に

各市の繁華街といいますか、それについては流域下水道に先立って単独で公共下水

道を進めたということです。そうした中で先ほど少し触れました 46 年に流域下水

道の制度ができまして、流域下水道事業ということで幹線と処理場をわれわれ東京
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都が受け持つということでございます。 

 それから処理場についてはパンフレットの絵に描いてありますように、各公共下

水道から流域幹線につなぐまでの、これは各市のほうで公共下水道を持ってきまし

て、われわれの幹線に入ってきます。それから処理場に行きまして、このような形

で、少し専門的になりますけれど第一沈澱池、反応漕、第二沈澱池、それから塩素

接触漕を通って河川へ放流するというような仕組みになっております。 

 こうした中で、今回いろいろと水量もそうですが水質面のことでも今、東京でも

高度処理ということで窒素、リンを除くといった工法も含めながら技術的なものを

検討して新たな水処理を行っていくということでございます。今申し上げた高度処

理というのは、パンフレットの左から２番目の真ん中あたりのところに書いてあり

ます多摩川水系の中で、多摩川はこれまでＣ類型・Ｄ類型というものだったのです

がこれがＢ類型に格上げされました。これによって BOD が今までの５（mg／ｌ）か

ら３（mg／ｌ）になるということです。こうした形で各処理場としても、そのへん

を考慮しながら水質については万全を期してやっていくということです。 

 それから右のほうに行きまして、普及ですが、これは 12 年度末になっています

が 13 年度末には 93％ということでございます。今回建設局さんも一緒ですが、い

ずれにしましても河川と下水道というのは一体的なものだということですので、た

とえば浸水のない町づくりということになれば、下水の面から見た浸水のない町づ

くり、河川から見た浸水のない町づくりということで、お互いに一体的なものとし

て今後整備していかなければならないと考えております。下水のほうも浸水対策に

ついては力を注いでいるということでございます。 

 それから真ん中あたりに泳げる多摩川ということで、先ほど言いましたように、

今までのＣ類型からＢ類型になりましたので、水質改善を図りながらやっていきた

い、と。泳げる多摩川というのはなかなか難しくて、昔の方に聞きますとよく泳い

でいたということですが、なかなか泳げるという水質にまで改善できるかどうかと

いうことはありますが、それに向かって水質改善に取り組んでいきたいということ

を考えております。 

 それから先ほど水質のグループだと思いますが、雨天時に下水が流れてくるとい

う話がありましたが、今、私どものほうで、これは各市町村ともタイアップしなが

ら、たとえば雨天時のゴミ、夾雑物というのですけれど、このゴミを取ったりそう

いうような施設を考えていこうということで各市町村とも連携をとりながら検討を

しております。そういう形で、少しでもきれいな川になるような形で、ここの絵に

描いてありますように吐口のところにゴミがいっぱいありますが、このへんを河川

に流さないような仕組みとして考えていきたいということです。 

 それからもうひとつ、皆様方の家庭等の台所等の汚れなどがありますがそれを下

水で処理した場合、汚泥が結構出ます。私どもの流域下水道では汚泥を 100％資源

化しております。そういう形で、今、右のほうに書いてありますが、セメント原料

化やメトロレンガ等、こういうものは軽量骨材などと言われますが、こういう形で

発生した汚泥を全部、資源化して処理しているということで、最近の埋め立ての問

題等につきましても流域下水道本部としては 100％資源化することにより貢献して
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いるということでございます。 

 冒頭、お話ししましたが、このパンフレットの折った中の流域下水道の現況とい

うところですが、先ほどご説明しましたように６つの処理区があり、ここについて

は流域下水道の、多摩の下水道計画の面積としては５万 9,000 ヘクタールございま

す。そのうち流域下水道の計画としましては４万 9,000 ヘクタールということで、

概ね 83％の流域を流域下水道本部で整備しているということでございます。残りの

１万ヘクタールはどこかというと、上流部の奥多摩などいろいろと計画はあります

が、まだ流域下水道にはなっていないということでございます。こうした中で、今

後もいろんな流域下水道の取り組み等々が出てくると思うのですが、極力、流域下

水道として事業化に向けた取り組みが重要ではないかということで考えております。

以上、簡単ですが１つ目のパンフレットにつきましてはそういう形です。 

 次にもう１枚のほう。これは PR なのですが、今、東京都では合流式下水道とい

う形で、先ほど雨天時に出ますよということで、各家庭から油等を出しますとオイ

ルボールと呼ばれるものが出てきます。以前、NHK で放送されたと思いますが、お

台場の吐口からオイルボールすなわち油の塊が出てきたということで、中を開きま

すと左側に写真があります。このように大きい石ころみたいなものが出てきて、こ

れが下水管を詰まらせたりしますので、このへんは各家庭で絶対に油を流さないよ

うにしてほしいということでこういうパンフレットを配布しております。これは東

京都下水道局としまして積極的に取り組んでおりますので、ぜひとも皆様方のご協

力を得ましてなんとか下水管が詰まらないようにしてほしいということでございま

す。 

 先ほど少し申し上げましたが、多摩では野川処理区、北多摩１号処理区、北多摩

２号処理区が合流式下水道でございます。これは多摩の約４分の１、24～25％の流

域を背負っております。ですから合流的な雨天時の対策も重要な課題として、今後、

われわれも取り組んでいかなければならないという認識を持っております。 

 今回は PR ということですので、こういう形で皆様方の各家庭に持ち帰りいただ

きまして、台所に、ゴミの清掃と同じように貼っていただきまして、台所でお料理

や水仕事などをされるときには気を使っていただきたいと考えております。簡単で

すけれどよろしくお願いいたします。 

座 長： どうもありがとうございました。せっかくですから何かご質問はございますで

しょうか。 

まとめ役（生き物）： 今、話に出たオイルボールですが、私も実際これを見たり臭いを

かいだり触ったりしたことがあってたいへん不快な思いをしたことがあります。も

ちろん、自分たちの出したものですからあまり強くは言えないのですけれど、ちょ

っと教えていただきたいのは、このオイルボールの成分がまずひとつあります。そ

れから、最終的には海に行くのでしょうけれど海でどういうふうにこれが分解され

ていくのか。それから害毒性等の問題はどうなのか。そのへんについてお教えいた

だけませんでしょうか。 

事務局： ちょっと私、勉強不足で申し訳ないのですが、NHK のテレビの中でもやはりそ

れがどのように影響するかということで、たとえば、たしかこれはお台場に出たも
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のですけれど、性質的には油そのものなのですがそれが固まって沈澱していってそ

ういうものができる。そして、それがまた今後、海のヘドロのような形になってい

くのではないかということで、海上保安庁のほうで清掃をしているという状況です。

勉強不足で申し訳ないのですが、そのへんは調べさせていただきたいと思います。 

まとめ役（生き物）： それに関連してもうひとつ。このオイルボールもそうなのですが、

とくに豪雨時、野川の場合ですと上流のほうでは時間あたり 40～50 ミリ降るとだ

いたい余水吐から出てくるのですが、私は魚捕りをやるものですからそういうとこ

ろに網をほんの数秒入れるだけで、もう、トイレットペーパーとか汚物そのもので

網が詰まるぐらいのものが出るわけです。そういったものの直接的な水質というか

性状等の測定結果だとか、それから記録というのはまったくないのでしょうか。そ

れから、そういったものが出ることに対しての一時的な、たとえばピークカットだ

とか、そういった対策は流域下水道としてはどのようにとられているのでしょうか。 

事務局： 現実に北多摩１号処理区と北多摩２号処理区では、ピークカットというか雨天

時の初期汚濁ということで貯留をとっております。野川はご存じのように処理場が

ございません。それで野川につきましては各雨天時に各市町村の公共下水道の吐口

とか、流域下水道では野川第二幹線というものがありますが、そうした中で、ひと

つは河川の放流的な制限もありますし、そういう中で堰を設けまして、単純に言い

ますと皆様方が使った水の２倍程度のものは一応流していき、それ以上降った場合

は川に出るというようなことになると思います。では今後はどうなのかということ

ですので、そのへんは流域としましても今後そのあたりを考えながら計画を立てて

いきたいということを考えております。 

団体委員： 野川流域の水環境を考える会議の○○です。水量分科会では湧水と用水の他

に処理水の話も出ています。現在のところもそうなのですが、今後、野川処理場が

できるという話を聞いておりますが、流域下水道本部のほうから今いただいた話で

は、野川処理場には触れられていなかったように思いました。野川処理場の計画が

今、どのようになっているのか教えていただければ幸いです。 

団体委員： 身近な川を見守る会の○○です。私も同じ関連なので続けてご質問させてい

ただきますが、東京都のほうでは今、流総計画（「流域別下水道整備総合計画」）と

いうものをつくっていると思います。どのぐらい東京都の人が水を使ってそれを下

水に流すかというような計画だと思うのですけれども、それにしたがって野川下水

処理場が必要なのか必要でないのかという判断をされて、それで今回、見直しをさ

れていると思うのですけれど、先ほど発表がありましたようにうちは水量部会です

が、隣の水質部会のほうでも野川の処理水は野川に入れないというふうに発表なさ

っていました。ですから、こちらの整備計画のほうにもたいへん大きな影響がある

のですけれども、その資料が出されていないというので、やはりそれではちょっと

困るのでとりあえず資料だけはぜひとも出していただきたいというお願いです。先

ほどの倉持さんからのご質問とあわせてお答えいただきたいと思います。 

事務局： 野川処理場の件につきましては当会が発足した時点からいろいろご議論をいた

だいておりますが、私も再三にわたりお話をしているところなのですが基本的には

まだこれは計画段階で、今、所管しておりますのが、今日たまたま流域下水道さん
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が来ていますがこちらは実行部隊ですので、計画につきましては私ども都市計画局

のほうでやっておりまして、まだ機が熟していないということもあってこの流域連

絡会にお呼びできないということでございます。さらに計画が進んだ段階で、時期

が来たら私どもとしてそういった方面からお呼びをして皆様方にご説明をしたいと

思います。今の時点ではまだわれわれも計画を知らされておりません。計画そのも

のはありますが具体的なものについては知らされておりませんので今は皆様方と同

じ状況でございます。 

団体委員： 計画を知らせてほしいということではなくて、今、いろんなデータを集めて

いますよね、ですからその基礎になる水量のデータを出してほしいということだけ

しか、まだ今のところはお願いしていないと思うので何ら問題ないと思いますが。 

事務局： 今、私がお答えできる話ではありませんが、いずれにしてもまだわれわれが機

を読んでいるところですと、まだそういう計画が、ある意味ではかなり動いている

というように聞いておりますので、今、計画段階のものを公表できないというよう

に理解しています。ちょっとお答えになっているかどうかわかりませんが、いずれ

機が熟したらその所管するところをお呼びするなりしてこの場で皆様方にご報告で

きるのではないかと思っています。今日はちょっとそのへんでご勘弁をいただきた

いと思います。 

都民委員： 先ほどわれわれ水質分科会の○○さんからお話がありましたけれど、水質部

会の中でオーバーフローの問題がいちばん大きな問題となっているわけです。吐口

の資料としては一応、何カ所か出されているのですが、問題となるのは、私は世田

谷区になるのですが、世田谷区は分流ですからほとんどそういう問題は生じないわ

けですが、ある一部、狛江と世田谷の境目の喜多見の一部、区立滝下橋緑道（中の

橋下流右岸）のところに狛江からのいわゆる幹線の下水道が、降雨時に出された吐

口として橋の脇のところに出てくるわけです。それがたいへんな量なわけです。こ

こでは細かいことは聞きませんが、そのことが私ども水質部会としても、オーバー

フローという問題については住民の感覚として十分確認されていないし、またそう

いうものを行政としてどの程度、把握されているのかということでもって、私も世

田谷区ならびに狛江市のほうにお聞きしたのですがあまり具体的なお話が出てこな

いわけです。ですから、そのへんのところは下水道局の中で、狛江から世田谷の境

のほうにオーバーフローが流れてくるという問題の中で、その処理の方法はこれか

らの中で十分に考えておられるのかどうか、その点おわかりでしたらお聞かせいた

だければと思います。資料の中に写真が出ています。野川のきれいな川あるいはゴ

ミが詰まっている写真があります。ところがオーバーフローされている部分につい

ての写真というのは、われわれも、区のほうにもいろいろ見ていただいたり、また

近隣の町会を含めていろいろと調べたのですが、なかなかその写真が出てきません。

下水道として、やはりこういう写真を撮る以上は滝下橋の緑道の関係のオーバーフ

ローのことについて、とくに何かおわかりになっていることがあるのかどうかちょ

っとお聞きしたいのですが。 

事務局： 今のお話は恐らく狛江市さんの公共下水道だと思います。ですから先ほど少し

触れましたけれど流域下水道として一緒に、あるいは市町村もそうですけれど、た
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とえば今言ったオーバーフローする場合の対策としては何があるかというと、やは

り雨天時貯留池ですが、そういう施設をつくるとか、要するに降ったときに水位が

上がってきますのでその分をピークカットして貯めるというようなことをやはり考

えなくてはならないのではないかということで、そういう検討は今、考えておりま

す。ですから、あとはどういう方法があるのかとなれば、雨水の浸透すなわち雨水

を地面に浸透させる手法とか、そういうようなものを考えなければならないだろう、

と。このへんにつきましても、各市町村さんもそういう雨水の浸透などの対策を恐

らくやっていると思います。ただ、今言いましたように、合流式下水道ですので、

いずれにしても降った雨が一緒に入ってきますのでなるべくその雨の水を少なくさ

せるという手法を考えなければならないのではないか、と。それが入口論でありま

して、入ってきたものを、ではどうしようかとなれば、先ほど言われましたように

ピークカットを取り込むというような整備手法も大事ではないかということでござ

います。 

まとめ役（水質）： 先ほど水質分科会でちょっとお話ししたのですけれど、野川という

のは非常に水量の少ない川で、たとえば多摩川などと比べますと小河川ですよね。

ですからオーバーフローがああいう水の少ない川へ流れてくるということが、まず、

これは地域住民の身勝手なのかもしれませんが、何かそのへんは下水道局さんとし

て、ぶっちゃけた話、そうではなくて多摩川に流したほうが目立たないですねみた

いな話というのはないのでしょうか。それだけお聞きしたいのですけれど。 

事務局： 先ほどから野川処理場という話がありますけれど、たとえば皆様方の出した水

を自分たちで処理するというひとつの原則があると思います。出した水をよそにま

わしてそちらに任せるということではなくて、なるべくならば自分たちの出した水

は自分たちで処理しましょうという原則があります。そうした中で、この場合は合

流式下水道ですので雨天時においては、先ほど少し触れましたけれど、たとえばピ

ークカットで貯留池をつくりましょうというようなことが考えられるのではないか、

と。 

まとめ役（水質）： 具体的にはそれはたいへんなことですよね。貯留池と一口でおっし

ゃいますけれど相当な公共の土地が必要なはずです。だから口で言うのは簡単です

けれど、実現はものすごく難しいと私は思うのですけれど。ものすごく広い河川敷

があるとか、そういうことでもないかぎり現実問題として、皆さんそうおっしゃる

のですが、私ははっきり言って信用できないというか実現性はないなあと思ってい

ます。 

団体委員： 今後、そういうことを議論していけばいいのではないでしょうか。それをや

っていると時間がなくなってしまうので、それを今後議論していくということでい

いと思うのですけれど。今、せっかく下水道局の人が来てくれてご説明いただいて

いるのに、あんまりいじめると次回から来てくれなくなってしまいますよ。 

座 長： いろいろご懸念はわかりますが、まだ野川処理場の計画がはっきりしていない

ということなのですけれど非常に関心が高くて、あまり固まらないうちにこういう

ことを考えていますよというような、そういう機会をぜひつくっていただくように

事務局のほうからも働きかけていただければと思います。あまり計画が固まらない
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うちに少し、皆さんの意見を言う機会をぜひ考えていただければと思います。 

事務局： はい、わかりました。 

座 長： それでは下水道のお話、ありがとうございました。十分な時間がありませんで

したが、また別の機会にやらなくてはいけないと思いますけれど今日のところはど

うもありがとうございました。 

 それでは野川水系河川整備計画の案に関しまして、これまでの検討状況について

ご報告いただきたいと思います。 

事務局： 河川部計画課の鈴木と申します。よろしくお願いいたします。野川水系河川整

備計画の検討内容につきまして、先般７月 30 日の流域連絡会に引き続きましてご

報告いたします。今日ご報告する内容といたしましては、前回に引き続きまして水

系の現状把握の一部と現在具体的に検討を進めている内容の一部をご紹介いたしま

す。 

 前回の流域連絡会で報告しました流域と河川の現状と課題につきまして、委員の

皆様から多数のご感想、ご意見をいただきました。皆さんたいへんお忙しい中、誠

にありがとうございました。そのご感想、ご意見の一部をご紹介いたします。なお、

黄色のアンダーラインを引いた項目につきましては、今回ご報告または回答をいた

します。 

 その内容でございますけれども、まず１番、「集中豪雨に備えた河川改修の大切

さを実感している」。２番、「国分寺市の「真姿の池」直上にマンションの建設計画

があり、マンション建設が行われないよう河川部として業者に指導してほしい」。

５番、「水害の状況だが、なぜ減少してきたか、その経過報告がほしい」。１番と５

番の件につきましては、後ほどご報告いたします。２番の件についてですが、残念

ながら当建設局河川部は業者に対して指導する力というものを持っておりませんの

で、現在の行政の仕組みの中ではご期待に添うことはできないという状況でござい

ます。申し訳ございません。 

 次に 10 番、「野川の河川計画ではいろいろな数値が示されているが、その根拠と

なる説明がほしい」。14 番、「整備計画ありきで野川流域連絡会が「住民の参加・作

成」という口実に使われることだけは何としても避けたい」。15 番、「縦断水量変化

の測定は、どのような方法で実施したのか」。10 番と 15 番につきましては後ほどご

報告いたします。14 番の件につきましては、先ほども出ましたけれども、私どもの

ほうもそのつもりはまったくございません。前回、前々回でご説明したとおり、正

式には住民の意見を聞く手法をこの流域連絡会とは別に実施する予定でございます。

ただし、皆様からこの会で貴重な意見や情報等をいただいておりますので、正式な

手続きと並行しまして河川整備計画の内容のほうを今後、ご紹介していきたいと思

っております。 

 まず１番の集中豪雨の件です。これは平成 11 年８月 14 日に発生した水害状況で

ございます。場所のほうは仙川上流域の小金井市のとある地区でございます。降雨

記録といたしましては近傍の観測所で１時間 46 ミリの雨が記録されております。

浸水被害ですが、床下浸水 20 棟という記録になっております。ここの地区の雨水

排水ですが、市の公共下水から流域下水道、野川第二幹線を経て野川の相曽浦橋下
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流で放流される系統という形になっております。また、この地域でございますが、

平成 12 年にも規模は異なりますが被害を受けているという状況でございます。こ

の資料につきましては最近の生々しい被害ですので、被害に遭われた方々の心境に

配慮しまして皆さんのお手元にあります資料としては配付しておりません。 

 次に５番の、水害の減少についての経過報告でございます。各年度に応じた各河

川の護岸の整備率と野川流域の大部分を占める下水道の流域としまして、野川処理

区の下水道整備率を前回の水害記録のところにグラフ化して表してみました。これ

を見ますと、河川と下水道の整備によって水害の発生の頻度が下がっているという

のはわかるのですが、水害発生当時の雨の降り方とかそういったものにも影響しま

すので、つくってみたのはいいのですけれどはっきりとした事象がつかめなかった

という状況でございます。 

 10 番の、野川の河川計画における計画流量の根拠についてご説明いたします。野

川の現在の治水計画は、簡単に申しますとこの図のようになります。まず地形、そ

れから下水道等の計画を勘案しまして、このように上流から下流まで基準点という

ものを設けております。これを設定しまして、さらにその区間別の流量を示してい

るというような状況です。それで野川につきましては、このように下水道の計画を

見込んでいるというか考慮しているというような状況でございまして、さらに野川

には３つの洪水調節池がございます。それの効果、いわゆる洪水のカット量を見込

んでいるというような状況でございます。ですが、大沢調節池というところが三鷹

市にございますけれども、この調節池の計画規模というのは 46 万トンの容量を持

つ大規模な地下調節池ということで位置づけられております。これらが前回報告し

ました野川の河川計画の数値の根拠でございます。さらに河道における計画流量の

計算でございますが、合理式というものを使用しております。合理式はここに示さ

れているような式で計算しているというのが基本でございます。東京都の河川計画

としましては、いろいろ河川がありますけれども洪水の流出解析手法というのはほ

とんどこの合理式というものを採用しているということでございます。 

 最後に 15 番の、野川の流量測定でございますが、当時、委託等で調査したもの

は、ご覧の図のように浮子観測とプロペラ観測を併用しまして流速を測定して、観

測した場所の水流部断面を測量で計測しまして、これによって流量を求めていると

いうような状況でございます。 

 ここから、今回の報告内容のほうに移りたいと思います。まず前回の報告で説明

できなかった内容で、流域内における産業特性について説明いたします。状況を見

ますと、各河川、どの流域も似たような結果ということになったのですけれども、

全流域ということでまとめてみますと、要するに野川流域では農業などの第１次産

業というものはもうほとんどありません。そういったことと、それから製造業など

の第２次産業もあまり多くはないという状況です。したがいましてこれを見ますと、

卸売業、小売業、それから不動産業、サービス業といったいわゆる第３次産業が

80％以上を占めているということがこの図からわかるかと思います。 

 次に流域の市街化と人口の予測でございます。前回報告した内容では平成９年ま

での実績を示しましたけれども、今回は河川整備計画の計画対象期間として設定予
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定の今後 20 年から 30 年後の予測を表したものでございます。この結果から見ます

と、今までは人口と市街化の伸びというのはご覧のように比例しておりましたけれ

ども、平成 22 年付近を境に異なった動きをしていくというような状況でございま

す。これは人口についてはやはり少子化の影響というものがございまして、その影

響から平成 22 年付近から人口については減少の傾向を示していくというような状

況です。しかしながら市街化につきましては、人口が減少したからといって今ある

宅地ですとか公共なり民間なりの会社、それから駐車場とかそういったものが農地

ですとか自然地に変わるというわけではないので、伸び率は若干、鈍りますけれど

も市街化は進んでいくであろうということで予測した次第でございます。 

 次に流域対策の予測を示します。これは今までの実績の伸び率から求めたもので

す。前回の報告では平成 12 年末の実績を報告したかと思いますが、今度は予測と

いうことでございます。予測の期間はやはり先ほどの市街化および人口と同様に今

から 20 年後から 30 年後といたしました。この結果では、今後、流域対策はだいぶ

進むというような状況でございます。そこで今後、検討していく中で、流域対策に

よる治水効果ですが、施設の将来にわたっての担保性といったものがございまして

それが今のところないという中では、河川法における治水計画にこの流域対策を位

置づけるということはなかなか難しいのかなあというような状況でございます。 

 次に治水計画の検討ということで、現在、検討中のこともありましてあまり内容

はありませんがご報告いたします。まず河川の洪水時における流下能力。今、だい

たいどのぐらい流れるのだろうかという、その流下能力を計算してみたのがご覧い

ただいている図です。計算方法は一般的な水理計算手法のひとつでございまして、

河川の各断面や河床勾配が変化する場合の河川に一定の流量を流しましてそれを想

定して算出する方法で、ここにも小さく書いてございますが「不等流計算」という

手法で出したものがこれでございます。この計算では、今後、整備して河川の断面

が変わりますとその区間の上流の能力もその影響を受けて変化するという特徴がご

ざいます。野川については薄い緑で示している区間がございますが、ここが河川内

に樹木が自生している場所でございます。これを見ますと、樹木による流下阻害で

水を流す能力が低くなる箇所がございます。樹木による流下阻害というのはやはり

こういった計算でも影響が発生するということでございます。この結果をもとに、

今後設定いたします１時間 50 ミリの計画洪水流量に対して満足するのか、もしく

は不足するのかを検討のうえ河川整備における計画断面などを決めていきたいと思

っております。 

 次に仙川です。仙川も下流区間は護岸の整備ですとか河床の掘削がまだ未整備と

いうことでございまして、水を流す能力が所々ご覧のように低いような結果が出て

おります。これらは今後、下流区間の護岸や河床掘削の整備を行うことによって解

消されていくということでございます。また、三鷹市の人見街道という道があるの

ですがその野川宿橋という橋から上流につきましては、仙川の川幅が下流に比べて

上流のほうが極端に狭くなるということでして、ご覧のように極端に能力が下がる

というような評価になっております。仙川の上流域につきましては、河川の計画上、

流域下水道の野川第二幹線の計画を見込んでおりますので、治水上、河川整備の必
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要性というのは低い状況になっているということでございます。 

 最後に入間川でございます。この川は流域も小さい、いわゆる小河川ということ

で、川の流れる流量もご覧のように少ないという状況です。この河川につきまして

は今まで計画に基づく整備というものを実施しておりませんでしたので、今後、今

回の検討によって決めていきたいと思っております。 

 流出解析の前提といたしまして、河川と下水の流域の整合ということで調査検討

を実施した結果がご覧の図でございます。これを見ますと、前回、報告いたしまし

た河川と下水の流域比較というものがあったかと思うのですが、状況が変わってい

ることがわかると思います。これを簡単に説明いたしますと、まず最上流部分です

が、これは調査の結果、図で示した２つの部分が今度、新しく流域として加わりま

す。一方、流域からはずれる部分も出てきます。次にその下流域ですが、下水道の

計画と整合させた結果、野川流域の図で示した部分が流域下水道を経て三鷹の相曽

浦橋の下流で流れてくるというような形になっております。調布市の一部および狛

江市と世田谷区の一部ですが、この部分は地形上の調査などから図で示した２つの

部分が流域からはずれてくるということです。次に仙川は、前回ご報告した部分に

加えまして今度、新たに図で示した部分も下水道の排水系統を調べた結果、仙川下

流の拡幅整備された区間に流れるということです。入間川も流域としてはご覧いた

だいているとおりですが、図で示した部分が野川に直接流れるというような状況で

ございます。これも下水道の排水系統を調査した結果、そういう形になったという

ことでございます。そういうことで今までの流域とかなり変わってきますけれども、

今後なるべく実態にあった新しい治水計画をつくっていくには重要な調査・検討と

いうことで私どもとしては行っております。よって、この検討結果をもとに、流出

解析を現在、鋭意実施中でございます。この結果によりまして河川整備計画の治水

計画をつくっていきたいと思っております。 

 今後の検討としましては、ここに示された項目となります。計画断面、それから

調節池の規模の検討については、次回の全体会で報告するということで考えていき

たいと思います。次にその経済評価の検討というものですが、これはいろいろな治

水計画の検討ケースを評価するのですけれど、今後の東京都の財政規模とも関係が

ございまして少し時間が必要ですので、検討資料がまとまり次第、報告したいと思

います。 

 次に環境計画の検討でございます。実はまだ具体的な検討は行ってはおりません。

今は河川環境に関する資料をとりまとめているという状況でございます。ただ、現

在の河川環境を把握するということで今回、現地におけるアンケート調査を実施し

てみましたのでその結果を報告したいと思います。 

 現地での河川利用者アンケートにつきましては、先月の９月 22 日と今月の 10 月

６日の日曜日の２回にわたり調査を実施してみました。調査地点は全部で７地点で

ございまして、その内訳は野川で３地点、仙川で３地点、入間川で１地点でござい

ます。調査の地点の選定については予算の関係もございまして数多くはできません

でしたが、これから整備を行う予定箇所ですとか公園などがある箇所、それからま

た散策等で利用されることが多いと思われる箇所を考えて選んだ次第でございます。 
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 調査の結果を簡単に説明しますとご覧のような結果になります。この中で、調査

したところの感想につきましては、このように傾向が分かれたというのが着目すべ

き点だと思います。野川の３ヵ所と仙川の整備が完了した箇所につきましては、

「満足」「やや満足」を含めまして約６割を超えているということでございますが、

一方、仙川の上流区間につきましては、ご覧のように「不満」「やや不満」が半数

以上を占めているという状況でございます。入間川についても不満の意見が若干多

いというような状況です。この不満な点というのはいったい何かということですが、

このように、やはり水が少ないというのが圧倒的で、次いで人工的だということ、

ゴミが多いという意見が今回の調査では多かったということでございます。 

 それでは今後どのようにしていけばいいのかという意見についても、これも傾向

がやはり分かれているという状況でございます。まず野川下流の野川水道橋の付近

では、自然を維持・復元できるような伝統工法ですとか、多自然型整備などの自然

的整備を圧倒的に望んでいるというところでございます。また、野川中流の細田橋

につきましては現在も比較的自然が多いというか残されているという状況ですので、

逆に親水的整備のほうを望んでいるというような結果でございます。仙川上流の上

連雀もしくは次郎橋、入間川につきましては、現状がいわゆる三面張りといいます

か人工的な状況を呈しておりますので、やはりこの３つは自然的整備を多く望んで

いるということでございます。そこで将来、野川水系全体の河川環境を良くしてい

くためにあなたの世帯だったら毎月いくらまでなら賛成できますかという、あくま

で仮想的な質問も実施してみました。その結果、回答された方の半数が毎月 100 円

もしくは 500 円ならばいいですよという結果でございました。しかし、賛成できま

せんという方も 38％、42 人おられたということでございます。その理由としては

ご覧のような形で、やはりかなり場所によってその内容が異なっているというよう

な状況でございます。 

 アンケートの最後でございますが、これから整備を予定している箇所、それから

今後、整備の課題が残されている箇所につきまして、整備の方向性というものを聞

いてみました。そうしたところ野川上流の国分寺市域ですが、ここは親水性ですと

か自然環境に重点を置いた整備を望む意見がほとんどということでございます。も

うひとつ意地悪な質問として、蓋かけして緑道・せせらぎをつくるというのはどう

ですかというのもあったのですが、これを望む意見はまったくなかったという状況

です。次に仙川上流の２ヵ所でございます。ここについては、やはり同じように親

水性ですとか自然環境に重点を置いた整備を望む意見というのはたしかに多いので

すが、このように蓋かけしての緑道・せせらぎでもいいという方も３分の１ぐらい

を占めているという状況でございます。そして最後に、野川下流の野川水道橋の付

近です。ここでは未整備区間に自生している樹木をできるだけ残してほしいという

意見が数多く占めておりますけれども、一方で治水面の安全を優先すべきだという

意見も無視できない人数になっているという状況です。 

 今ご覧いただいている写真が、当日、各地点で実施した調査の状況でございます。

調査をしていただいた方々、休日出勤でたいへんだったでしょうけれどご苦労様で

した。 
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 前回の流域連絡会で各委員の皆様にご依頼いたしました市民活動のアンケート調

査結果を、流域図に簡単にまとめてみました。各委員の皆様には貴重な情報を提供

していただきまして本当に感謝しております。これらの貴重な情報は、やはり河川

整備計画の作成、検討にたいへん参考になる資料ですので、私ども行政といたしま

してもぜひ、こういった結果を踏まえて活用していきたいと思っております。本当

にありがとうございました。 

 そして今日ご報告する最後になりますけれども、これから河川環境の計画の検討

につきましては、このような項目を検討していくということでございます。とくに

正常流量の設定につきましては、結果が出ましたら水量分科会のほうにでも別途ご

報告していきたいと思っております。それで今回もですが、皆さんのお手元に今日

の報告内容についてのアンケート用紙と封筒をお配りしております。ぜひ、このア

ンケートをまた、よろしくお願いしたいと思います。たいへんご面倒だとは思うの

ですが、実際のところ匿名でも結構ですので遠慮なさらずに送っていただきたいと

いうことでお願いしたいと思います。以上で報告を終わらせていただきます。誠に

ありがとうございました。 

座 長： どうもありがとうございました。本当はご質問等をいただきたいのですが、時

間が押していますので、引き続いて「野川の自然再生」の調査についてということ

で……。 

まとめ役（水量）： すみません、一言だけよろしいでしょうか。ご苦労様でしたと言い

たいのですけれども、野川の河川整備計画にしてはとても残念というか 30 年ぐら

い遅れているのではないかしらという印象を受けました。野川モデルをつくろうと

いう意気込みでやってほしいと思うのです。ここで議論しているレベルに全然及ん

でいないと思いますし、流域対策がまったく出てこないというのもおかしな話です。

ここでやろうとしていることというのは、まさにそれをやろうとしているわけです

から、根本的に、このままでいいという進め方はちょっと考え直してほしいと思い

ます。 

座 長： ありがとうございました。ちょっとコメントがございました。それでは「野川

の自然再生」の調査についてお願いいたします。 

事務局： 「野川の自然再生」の調査についてということで、お手元にＡ４の資料１枚と、

今年度、平成 14 年度の調査概要の速報ということでカラーコピーで生き物と真ん

中に地図が載っているものの２枚をあわせてご覧いただければと思います。野川の

自然再生ということで、第３回の流域連絡会でもこういうことをやっていきますよ

ということでご報告があったと思いますが、今回、実際に今年度、具体的に調査の

ほうが動き出してきていますので、その結果の報告ということでこの場を借りて少

しお時間をいただきたいと思います。 

 一応、東京都側の背景とか国が今どんな動きをしているかというところはお手元

の資料にも書いてありますし、また前回等もご説明しておりますので省略させてい

ただきます。自然再生ですが、このような背景のもと、野川におきましては現在ご

存じのように洪水調節池であります野川の第一・第二調節池、これは小金井市です

が、それとあとはその周辺の地域において対象として進めていくというように考え
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ております。ただ、この地域にかぎらず広く野川流域に、また様々に幅広く市民団

体の方や市民の方の意見等を交換しながら、あるいは情報を交換しながら、この地

域において生態系の保全やうるおいのある水辺空間の確保、身近な自然の回復に向

けて湧水を活用した湿地等をつくっていこうというようなことを目指していこうと、

今現在、考えているところでございます。 

 正面の画面をご覧いただければと思いますけれど、一応、そういうことで今年度

は調査の内容ということでご説明したいと思います。今年度の調査の中身としまし

ては２点ございます。まず、生き物の調査ということで、対象となる地域において

植物、昆虫、鳥、水生生物を含めて水量、水質の調査を行っております。調査は９

月上旬の９～11 日と、来年、年が明けまして３月の上旬ということで、一応、生き

物の調査はその２回を今年度として予定しております。調査区域としては、野川の

第一・第二調節池を含めまして野川の本川、それとこの地域は都立武蔵野公園とい

う広い公園の区域がかかっておりますので、そこの部分も含めた赤で囲ったところ

を調査の対象ということで実施しております。 

 ９月にあった調査の結果を報告させていただきます。まず植物のほうですが 267

種が確認できました。その中で注目すべき種ということでミクリなどが出ています。

その他、この地域で野川の調節池の底や斜面によく生えているカントウヨメナとい

うものが確認できております。続いて昆虫の調査ですが 195 種が確認されておりま

して、注目すべき種としましてはギンイチモンジセセリ、ハグロトンボ、クマスズ

ムシといったものが確認できております。続きまして鳥類につきましては 32 種目

で、注目すべき種としてはカワセミやコヨシキリ、エナガ、サンコウチョウ等を含

めた６種類が確認されております。次に水生生物ですが、魚類につきましては９種

目が確認されておりまして、その中で注目すべき種としてはメダカがございます。

あとは資料にありますようにタモロコ、モツゴ、ドジョウ、ギンブナといったもの

もあわせて確認されております。また、底生生物のほうは 30 種類が確認されてお

ります。 

 水量のほうですが、野川第一調節池の湧水地点で約 0.6ｌ/s、これは牛乳の１リ

ットルパックがありますが、それの半分ぐらいが１秒間に出ているということです。

野川本川のほうにつきましては、だいたい 0.22ｍ3 

 /s ということで、牛乳パック１

リットル分が毎秒約 220 本流れてくるというような水量の測定結果になっておりま

す。今年はとくに水量のほうが多いというような結果が出ております。 

 ちなみに水質のほうを代表して DO ということで、これは水の中に溶けている酸

素の量を示したものですが、生き物等に関係する部分なのでそのデータを参考に載

せておきました。ちなみに野川は環境基準でＤ類型なのですが、それによりますと

2mg／ｌ以上なのですが、第一調節池と本川につきましてはこのように環境基準で

Ａ類型に匹敵する溶存酸素量が確認されたという調査結果が出ております。 

 引き続きまして２点目が、今回は自然再生の方向性の検討ということで基礎的な

事項を整理していきましょうということで考えております。今回、この生き物の調

査と、それから区市がやっている野川の生物調査の報告と、あとは市民団体の方の

資料等、既存の資料をもとに、基本的に２点、こういったものを検討していき、整
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備の内容の基本的方向性ということで、整備の候補地としてどこをどんなふうにし

ていこうかというようなイメージを整理していこうということです。また、定性的

な効果ということで、生き物や景観、人の利用、それと環境教育というような視点

でどんな効果が期待できるのか。その他、先ほど申し上げましたように公園地域と

いうこともありますので、そういった公園環境部局等との協働、連携を考えていこ

うということです。それから事業の効果等を定量的に評価するような手法としてど

んなものがあるのか、というようなことを考えていきたいと思っております。あと

は整備にあたっての懸案事項ということで、治水面、それから水量の話題が出てお

りますけれどそういった問題、また維持管理の面、人の利用、生き物、こういった

ような視点から整備のほうをしていきたいと考えております。今後とも、野川にお

ける生き物や水量等の調査資料や情報、あるいは専門的な立場からのお考えをいろ

いろといただければと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 続きまして、野川洗掘防止工事についてご説明いたします。お手元にコピーがあ

るかと思いますが、野川の洗掘防止工事ということでＡ４の１枚ペーパーになって

おります。案内図と工事概要という地図が載っているものをあわせてご覧いただけ

ればと思います。今年度、とくに生き物や水量に関わる工事としまして、野川の中

流から下流のほうになりますが、調布、狛江市、それと世田谷区の境目部分になり

ます。そこに入間川が合流する部分がございますけれども、甲州街道のずっと下流

側、野川大橋という都道にかかっている橋と、それから世田谷と狛江市さんの境目

ぐらいにあるのですが谷戸橋というこの区間におきまして、延長約 620 メートルの

区間におきまして、野川の水涸れ対策のひとつとして粘性土張りの工事、これは去

年もやっておりますが、それと河床等が掘れている部分がございますのであわせて

その洗掘を防止する工事を行いたいと考えております。 

 具体的には、先ほど言いましたように野川大橋と下流の谷戸橋、この区間におい

て、前年度、この野川大橋のところまでは去年、粘性土張り工事の予算を確保しま

してやっております。今年も予算を要求しなんとか確保できましたので、引き続き

下流の未対策の部分ということで行うということを考えております。粘性土張り工

事のほうにつきましては、野川大橋から橋２つ分、小足立橋付近までについて実施

します。約 30 センチの粘性土を敷きまして、その上にまた、そこに在来にあった

表土を覆土するというような形で考えております。小足立橋から下流につきまして

は、現状等を調査いたしましてある程度、比較的、下から湧水が湧いてくるような

状況が見受けられるというようなこともありまして、基本的には今回は入間川の合

流している部分が洗掘されているとか高水敷の部分が若干洗掘されている部分がご

ざいますので、その工事を行うということで考えております。 

 工期は 11 月下旬頃から３月中旬頃までというようなことで予定しております。

魚などについては工事の前に他のところに移すということです。また、あわせまし

て貴重な植物などのある表土につきましては、仮置きしましてまた覆土するという

ような形で生き物等の生息にも配慮した形で、できるかぎりやっていきたいと思っ

ております。何卒、工事へのご理解とご協力のほどをお願いしたいと思います。以

上でございます。 
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座 長： ありがとうございました。先ほど○○さんからコメントがございましたが、今

までのご報告について簡単なご質問あるいはご意見がございましたら、どうぞ。神

谷さん、せっかくですからもう一言、具体的にコメントをいただけますか。先ほど

の整備計画に対して、この検討会で検討していることが反映されていないのではな

いかという懸念を述べられたわけですが、もう一言だけ何かありましたらお願いし

ます。 

まとめ役（水量）： たとえば用水路の地図をたいへんな思いをしてなぜつくっているか

ということです。流域全体で、これからどういうふうになっていくか、用水路の活

用を考えていこうというときに、たしかに担保されない流域対策を、これを担保で

きるようになんとかしよう、と。用水路もそういうものに使えないだろうか、と。

今、道路も浄化して浸透させるというトレンチをやろうとしている。ましてや用水

路網というのは、もうたいへん大きな浸透施設に化ける可能性があるし、上手にや

れば浸透貯留施設にもなる。そういうことをやはり考えていかなければならない。

野川というのは、それこそ多摩川よりも進んでいるぐらいの川なわけですから、や

はり流域対策を全国に先がけてというか、本当に野川モデルとして湧水再生をどう

すればできるかという、そういうモデルをつくるということを目指しているのでは

ないかと思うのです。ですから、あまりあきらめずに、担保されないからというふ

うに言わずにぜひトライしていただきたいということです。 

事務局： 私の説明が不足だったかと思うのですが、先ほど申しました流域対策につきま

して今後、東京都の施策としてまったくやっていきませんよとか、もしくは河川の

流域としての目標としてそういうことはやっていきませんよと言っているのではな

くて、いわゆる洪水対策の一環といいますか治水上の施設としてはいかがなものか

ということで、今、私どものほうも非常に悩んでいるところではあるのです。ただ、

先ほど言いました流域対策につきまして、地下水涵養ですとか水循環といった観点

からは非常に重要なファクターというか施設ですので、それはそれでまた別途いろ

いろと施策を展開していきたいとは思っているのですが、一応そういうところで、

あくまでも治水上ということでご理解いただければと思います。説明が不足してお

りまして申し訳ないのですが、決して流域対策を軽視しているというわけではござ

いませんので、その点、ご説明させていただきました。 

座 長： ○○さん、よろしいですか。まだ一言おっしゃりたいことがありますか。 

まとめ役（水量）： 治水上のことも含めて、平水だけではなくて高水のときも含めた対

策として検討できるのではないか、と。昔の河川、河道と、それから遊水池、下水

道、それ以外のツールとして浸透マスとか浸透水路とかという話が出てくるわけで

すけれど、やはりツール自体を開発するということが必要で、それは平水だけでは

なくて高水時も兼ねたものでなければならない。やはり流域対策をするためには各

家庭１軒１軒の個別の流出対策とか、そういうことにまで踏み込んでいい時期であ

り社会状況も熟していると思いますので、そこをやれるいいモデルが野川流域では

ないかと思うのです。そういう意味で申し上げました。 

座 長： 貴重なコメントをありがとうございました。水量分科会等のほうでまた出てき

ていただいて、さらに議論をしていただければと思います。どうもありがとうござ
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いました。だいぶ時間が遅くなりましたが、その他、何か事務局のほうでございま

すでしょうか。確認でひとつは６月頃にシンポジウムを開催するということと、同

じく７月の川の日ワークショップにせっかくだから何か出してはどうかというご提

案もございましたので、その両方を参加する方向で検討するということでよろしい

でしょうか。では前向きに検討するということで、事務局とそれぞれ関係のある分

科会等で調整をしたいと思います。それではその他、事務局からお願いいたします。 

事務局： 時間が差し迫っているので簡単に申し上げます。皆さんのお手元、多分、資料

のいちばんうしろのほうに１枚紙でシンポジウムのお知らせが入っているかと思い

ます。「２１世紀東京の河川 ＮＰＯとの連携のあり方を考える」というものです

が、これが 11 月１日、金曜日の午後２時から５時まで都庁の都民ホールで開かれ

ます。ここにわが野川流域連絡会の座長であられます小倉先生が、第１部でＮＰＯ

の意見発表と第２部のパネリストという形で出ていただけることになっていますの

で、時間の許す方はぜひここに参加をお願いしたいというお知らせでございます。 

座 長： ありがとうございました。今日の議論を参考にして紹介をさせていただきたい

と思います。では事務局のほうからお願いいたします。 

事務局： 長時間にわたりましてたいへんありがとうございました。最後になりますが、

次回の全体会でございますが、今、私ども事務局として考えておりますのは年度末

ということで３月には最終といいますか、今年度分の最後として開催したいと思っ

ておりますので、またそれに向けてそれぞれの各分科会が活動をしていただくとい

うことでよろしくお願いをしたいと思いますがいかがでしょうか。もしここで決め

ていただければ３月の中旬から下旬あたり、24 日の週ぐらいで決めていただければ

と思うのですけれど。 

座 長： 全体会ですね。私は 26 日、27 日、28 日あたりがよいのですが。いかがでしょ

うか。まだ先ですから、そのへんでしたら今のところはまだ手帳に書いていないと

いう感じでしょうか。今のところ特にご都合が悪いというお申し出はないようです

ので事務局のほうで決めていただけますでしょうか。会場の都合は大丈夫ですか。 

事務局： それはこれからあたりますけれど、そういう意味で幅を持たせておいていただ

きたいと思うのですが。それでは３月の 26～28 日の３日間のいずれかに決めさせ

ていただきます。会場の都合もございますのでちょっと幅を持たせまして、今日は

特定できませんがこの３日間のいずれかということで。後ほどまた決まりましたら

ご報告いたします。 

座 長： はい。では 26～28 日の、同じく６時からということで予定を立てていただい

て、なるべく早く日程を確定するということで、それにあわせて分科会のほうもよ

ろしくお願いしたいと思います。では、事務局にお返しいたします。 

事務局： 予定しておりました時間を 30 分ほど超過し、たいへん申し訳ございませんで

した。これを持ちまして第５回の流域連絡会を閉じさせていただきます。たいへん

お疲れ様でございました。 

 

（終了） 


